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災害時・新たな連絡網のお知らせ 

第 7 回運営委員会（令和 3 年 11 月 17 日）において、市民自治推進課の要望

により災害時の新たな情報伝達方法が決まりました。 

 

これまで市民自治推進課は、市内全自治会（135）個々に電話連絡をしていま

したが、自治推進課で手分けをしても 2～3時間かかり緊急連絡にならないため、

各地区のまちぢから協議会（13 地区）の代表者（防災担当者）に連絡、代表者

は各自治会の連絡網で関係部署に情報を伝達することになりました。 

 

松浪地区まちぢから協議会では、市民自治推進課→防災対策部会（部会長中

井）→各自治会長に伝達（自治会長部会のライングループを利用）することに

なりました。つきましては、各自治会長は関係部署への連絡網構築をお願い致

します。 

本来は自主防災会会長への連絡になりますが、自主防災会会長の大半は自治

会長が兼務をしているため、自治会長に連絡を致します。自主防災会が独立し

た別組織の場合は、自主防災会会長への連絡もお願い致します。 

 

災害警報などの情報伝達は、市防災対策課が「防災無線」なり「ちがさきメ

ール配信サービス」で放送、配信をしますが、市民自治推進課からの災害時緊

急情報は各地区の避難場所開設、閉鎖が主な伝達事項になります。 

 

浜一自治会（自主防災会兼務）では、防災部が防災リーダー（19 名）を統括

しているため、防災関連情報は防災部長なり副部長が全防災リーダーに一斉メ

ールが出来るようになっています。 

 

なお、「ちがさきメール配信サービス」はすでに登録されている方が多いと

思いますが、まだ未登録の方は、別紙を参照に登録をされることをお勧めしま

す。災害時は防災無線で放送されますが、台風なり大雨警報が発令されている

場合には放送が聞こえないこともあり、また地方に出かけていてもメールは配

信されるため、緊急対応ができ大変便利です。 
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